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図 1 木造建設解体廃棄物の不法投棄等の発生パターン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：ヒアリング結果により作成 

出典：関東地域(山梨県、長野県含む)の各都県・保健所設置市への平成 16年 12月に行ったヒアリングの結果により作成 

現場 A：解体現場から 4ｔトラックで公道や農地に棄て逃げる。 

現場 B：解体現場から自社用地等に搬入し、自社物と称して不適正に大量保管している。 

現場 C：積替・保管施設や中間処理施設の用地内に不適正に大量保管している。 

現場 D：積替・保管施設等で積替した後、10ｔトラックで他人の所有地などに不法投棄する。 

現場 E：中間処理後の木くずチップを、燃料原料、敷き料、マルチング材等としての利用を目的とした有価物と称

して、不適正保管する。 
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図 2 関東地域における不法投棄等の発生状況のまとめ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：関東地域(山梨県、長野県含む)の各都県・保健所設置市への平成 16年 12月に行ったヒアリングの結果により作成 

 
 

・関東地域各地で発生している。

・関東地域では、概ね国道16号の周辺で目立っている。

・量的には少ない。

・1件あたりの投棄量が少なく、周辺環境への影響は比較的少ない。

・大量保管の場合、殆どが自社物と称し他社物を受け入れていると
　見られる。

・関東各地で発生している。

・関東地域では国道16号の外側で、都心から100km以内に多数存在する。

・量的に多い。件数も多い。

・周辺生活環境への影響大（ガス発生、火災、崩落等）

・施設用地内に不適正保管している。中間処理や搬出の意思は見ら
　れない。

・関東地域では国道16号の外側、都心から100km以内で目立っている。

・量的に多い。件数も多い。

・周辺生活環境への影響大（ガス発生、火災、崩落等）

・関東地域では、概ね国道16号付近で積替え、都心から100km圏外へ
　の投棄が目立つ。

・減少傾向にある。

・有価物と称して、不適正保管している。

・関東地域では、都心から100km圏の外側で目立っている。

・増加傾向にある。（千葉県では行政対応の強化により減少傾向）

Ｅ　チップの大量保管　：関東地域の平成15年度の不法投棄等量1.2万ｔ（不法投棄等の約8％）
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・発生した場合には、組織的な投棄であり、量も多く周辺環境への
　影響は大きい。

Ｄ　積替保管施設等経由の大量投棄　：関東地域の平成15年度の不法投棄等量0.3万ｔ（不法投棄等の約2％）

特徴

環境影響等

発生量の多さ、環境影響の規模から、ＢとＣについての早急な対策が必
要である。

・大量に保管された場合、発火等の危険があるが、Ｂ，Ｃに比べて
　影響は少ない。

Ａ　ゲリラ的不法投棄　：関東地域の平成15年度の不法投棄等量0.3万ｔ（不法投棄等の約2％）

Ｃ　積替保管施設・中間処理施設での不適正保管　：関東地域の平成15年度の不法投棄等量3.0万ｔ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（不法投棄等の約21％）

Ｂ　自社処理と称する大量保管　：関東地域の平成15年度の不法投棄等量9.5万ｔ（不法投棄等の約67％）
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不法投棄等の発生要因と対策 

 
建設解体廃棄物の不法投棄等の発生要因は、以下に示すとおり、委託費用に係る発生要因、

廃棄物管理体制に係る発生要因、処理システムに係る発生要因に分類される。 

 
○委託費用に係る発生要因 
・解体業者に対して、適正な解体・処理費用が支払われていない場合がある。 
・不適正処理を前提にして安価に請け負う解体業者や中間処理業者がいる。 

 
○廃棄物管理体制に係る発生要因 
・排出事業者による 終処分までの注意義務の履行が十分でない。 
・住宅建設業界、解体業界による末端業者までの適正処理についての広報、周知の徹底が

不十分である。 
・行政による許可施設での不適正処理の見落としがある。 
・行政による広報、周知活動が不足している。 

 
○処理システムに係る発生要因 
・都市部においては、全体として中間処理施設の整備は十分であるが、不法投棄等の発生

件数も多く、中間処理能力を上回る廃棄物の処理を受託していたり、積替・保管施設を

不法投棄等の場所として利用している可能性がある。 
・地方部においては、中間処理能力を上回る廃棄物の処理を受託していたり、積替・保管

施設を不法投棄等の場所として利用している可能性が考えられるが、中間処理施設の整

備が不十分であることも要因として考えられる。 
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先述の発生要因に対して、表 1に示す主体別の対応策が考えられる。 

 
表 1 建設解体廃棄物の不法投棄等の発生要因に対する主体別の対応策 

〈都市部〉 〈地方部〉

解体依頼者（住民）
・通報システムの活用

建築施工業者
(ハウスメーカー等)

・電子マニフェストの活用
・移動管理システム等による
処分までの確認

解体業者

・建設リサイクル法指定品目
をリサイクルするための分別
解体
・中間処理システムに合わせ
た現場分別の徹底
・効率的な運搬手法の構築

・電子マニフェストの活用
・移動管理システム等による
処分までの確認

・中間処理システムに合わせ
た現場分別の徹底
・効率的な運搬手法の構築

収集運搬業者

・効率的な運搬手法の構築 ・電子マニフェストの活用
・移動管理システム等による
処分までの確認

・効率的な運搬手法の構築

中間処理業者
・効率的な中間処理手法の構
築

・電子マニフェストの活用 ・効率的な中間処理手法の構
築

行政

・標準積算等のガイドラインの
整備（適正費用の明確化）
・適正費用についての広報・
啓発の強化

・行政指導・行政処分指針の
徹底
・許可施設等の状況把握シス
テムの導入

・地方部に適した施設整備の
あり方の検討

*1）下線部は小口分別回収によって可能となる対応策を指す。

主体 委託費用に係る対策 廃棄物管理体制に係る対策
処理システムに係る対策

 
 


